
 

都市計画の案の理由書 

（南城市決定） 

 

1.都市計画決定の手続きについて 

 

 南城市の下水道は、平成 8 年 4 月 16 日に都市計画決定が告示され、平成 8 年度から流域関

連公共下水道として事業に着手し、鋭意整備を推進しています。 

 新たに、つきしろ IC 周辺について開発計画（南城市つきしろ IC 南土地区画整理事業）があり、

その区域の汚水処理が必要となります。そのため、現状の下水道区域を一部拡大し、対応するも

のとします。 

 追加拡大地区は、佐敷第 1 処理分区のつきしろ地区に隣接する南城市玉城字垣花地区となり

ます。 

 

2.今回追加拡大地区の概要 

 

① 佐敷第 1 処理分区  18.6 ha 

    約 19 ha（18.6ha） 

 

 


